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１３．医薬品等の供給について
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１３－１ 医薬品等の備蓄と供給

１３－１－１ 緊急医薬品等の備蓄と供給の趣旨
平成７年の阪神・淡路大震災においては、初期の医療救護活動に必要な医薬品等の供給に支障

をきたしたと報告されています。
こうした状況を踏まえ、県では、災害発生時に必要となる緊急医薬品等のうち、１４薬効群の

医薬品等を常時備蓄し、市町村等の医療救護活動に当たる実施機関において、緊急医薬品等に不
足を生じた場合、速やかにこれを供給する体制を整備することとし、医療本部は、医療救護活動
に当たる実施機関からの供給要請に応じ、迅速かつ円滑にその供給を行います。

１３－１－２ 備蓄医薬品等の種類・品目等
備蓄医薬品等の種類は、初期の医療救護活動に必要な解熱鎮痛消炎剤や止血剤などの医薬品、

衛生材料及び医療用品とし、医薬品卸業協会等に備蓄します。
◎ 備蓄医薬品等の種類（１４薬効群）
�細胞外液補充液・維持液・代用血液
�解熱消炎鎮痛剤
�抗生物質・合成抗菌剤
�殺菌消毒剤
�外皮用剤
�止血剤
�強心剤・昇圧剤
�局所麻酔剤
�湿布薬剤
�防疫用剤
�解毒剤
�その他医薬品（降圧剤、ステロイド剤等）
�衛生材料（ガーゼ・包帯等）
�医療用品・医療器具（輸液セット・注射針等）

１３－１－３ 備蓄医薬品等の備蓄及び供給の方法
ア 備蓄の方法

備蓄医薬品等は、県内の医薬品卸業協会等に備蓄し、販売等による通常の流通に必要な医薬
品等の数量に、災害時に必要な備蓄医薬品等の数量を上乗せして在庫・流通させる、いわゆる
「流通備蓄」の方法により備蓄します。

イ 供給の方法
備蓄医薬品等の供給は、医療救護活動実施機関において備蓄医薬品等に不足を生じた場合、

医療支部（医療救護所等→市町村本部→医療支部）からの供給要請に基づきこれを行うことと
し、医療本部の供給指示に基づき、医療救護施設等に対し、これを送致する方法により行いま
す。



災　害　時　備　蓄　医　薬　品　等　の　品　目　及　び　備　蓄　数　量
薬 効 分 類 一　　般　　名　（成　分　名） 備蓄数量 参　考　製　品　名

局方生理食塩液 20 ml 50 本 50 局方生理食塩液
局方生理食塩液 100 ml 10 本 500 局方生理食塩液
局方生理食塩液 500 ml 30 本 50 局方生理食塩液
局方５％ブドウ糖注射液 20 ml 50 本 10 ５％大塚糖液
局方５％ブドウ糖注射液 100 ml 10 本 20 ５％大塚糖液
局方５％ブドウ糖注射液 500 ml 30 本 10 ５％大塚糖液
局方キシリトール注射液(5%500ml) 500 ml 30 本 10 ５％キリット注射液
維持液３号注射液 200 ml 20 本 7 ソルデム３Ａ
維持液３号注射液 500 ml 20 本 20 ソルデム３Ａ
乳酸リンゲル液 250 ml 30 本 10 ラクテックＧ
乳酸リンゲル液 500 ml 30 本 50 ラクテック注射液
ロキソプロフェンナトリウム錠（60mg１Ｔ） 1 錠 100 錠 20 ロキソニン錠
メフェナム酸シロップ（32.5㎎/ml） 500 ml 1 本 20 ポンタールシロップ
ジクロフェナクナトリウム坐剤（25㎎1個） 25 ㎎ 50 本 100 ボルタレン・サポ
局方スルピリン注射液（２５％） 2 ml 100 本 2 メチロン注射液２５％
イソプロピルアンチビリン・無水カフェイン他 1 ｇ 100 包 10 ＳＧ顆粒
塩酸セフォチアム(生食100ｍｌ付） 1 ｇ 10 袋 150 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ
ホスホマイシンナトリウム（5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液100ml付） 1 ｇ 10 キット 150 ホスミシンＳバック1g点滴静注用
セファゾリン（生食100ml付） 1 ｇ 10 キット 150 セファメジンαキット１ｇ
硫酸ゲンタマイシン(60mg1A） 60 ㎎ 10 本 20 ゲンタシン注射液６０
塩酸ミノサイクリン(100㎎1V） 100 ㎎ 10 本 70 点滴静注用ミノマイシン
セファクロル（250mg1P） 1 ｶﾌﾟｾﾙ 500 ｶﾌﾟｾﾙ 20 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg
クラリスロマイシン（200㎎１Ｔ） 1 錠 500 錠 6 クラリス錠２００
レボフロキサシン（100㎎１Ｔ） 1 錠 500 錠 20 クラビット錠
局方消毒用アルコール（７０％） 500 ml 24 本 15 消毒用エタノール
ポピドンヨード(10%250ml) 250 ml 1 本 30 イソジンフィールド
局方塩化ベンザルコニウム液(10%500ml) 500 ml 1 本 5 オスバン液
局方グルコン酸クロルヘキシジン(20%500ml) 500 ml 1 本 10 ﾋﾋﾞﾃﾝｸﾞﾙｺﾈｰﾄ液
局方オキシドール(500ml) 500 ml 20 本 20 オキシドール
硫酸ゲンタマイシン(10g) 10 ｇ 10 本 10 ゲンタシン軟膏0.1%
吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ(10g) 10 ｇ 50 本 3 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝＶＧ軟膏0.12%
ビフォナゾール 10 ｇ 10 本 3 マイコスポールクリーム
ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(0.5%20ml1A) 20 ml 50 本 5 ｱﾄﾞﾅ(AC-17)注射液（静注用）
粉末ゼルフォーム（10㎝×７㎝） 1 枚 5 枚 10 スポンゼル
トラネキサム酸(10%10ml1A) 10 ml 10 本 5 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ注射液(10%)
塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ（200㎎） 200 ml 10 本 10 カコージンＤ注0.1% 200ml
局方ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ注射液（0.1%1ml1A) 1 ml 20 本 30 ボスミン注射液
ニトログリセリン(0.3㎎） 1 錠 100 錠 5 ニトロペン錠
局方塩酸プロカイン注射液(2%1ml1A) 1 ml 20 本 10 オムニカイン注射液(2%)
局方リドカイン注射液(2%10ml1A） 10 ml 10 本 10 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ２％
局方リドカイン(80g1本) 1 本 1 本 10 ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ
パップ剤（3-14)　100g1枚 1 枚 100 枚 2 ＭＳ冷シップ
パップ剤(４-12)　100g1枚 1 枚 100 枚 3 ＭＳ温シップ

１０　防疫用剤 局方クレゾール 500 ml 20 本 5 ｸﾚｿﾞｰﾙ石けん液
ヨウ化プラリドキシム(20ml1A） 20 ml 5 本 5 パム注射液
チオ硫酸ナトリウム(20ml1A） 20 ml 10 本 5 デトキソール注射液
ニフェジピン 10 ㎎ 120 ｶﾌﾟｾﾙ 30 アダラートカプセル
マレイン酸エノラプリル 5 ㎎ 100 錠 30 レニベース錠
アテノロール 50 ㎎ 100 錠 15 テノーミン錠
リン酸デキサメタゾンプレドニンＮａ　３.８㎎ 1 ml 10 本 2 オルガドロン注射液
コハク酸ヒドロコルチゾンＮａ　100㎎ 2 ml 10 本 10 ソルコーテフ注射液
フロセミド20㎎ 2 ml 10 本 2 ラシックス注射液

局方脱脂綿（カット綿) 500 ｇ 1 袋 50 脱脂綿(カット綿)
消毒綿（4㎝×4㎝） 60 枚 20 ﾊﾟｯｸ 200 イソプロ綿
ガーゼ滅菌パック(7.5×10㎝)1枚ﾊﾟｯｸ 100 袋 10 箱 10
ガーゼ滅菌パック(7.5×7.5㎝)2枚ﾊﾟｯｸ 50 袋 10 箱 20
ガーゼ滅菌パック(5×5㎝)1枚ﾊﾟｯｸ 100 袋 10 箱 20
包帯（3.8㎝×4.5m) 10 巻 50 箱 10
包帯（7.5㎝×4.5m) 6 巻 30 箱 30
紙絆創膏（９㎜×10m） 1 個 10 個 100
サージカルテープ(25㎜×9m) 1 個 12 個 100
救急絆創膏（Ｓ・Ｍ・Ｌ　300枚） 1 枚 300 枚 100 救急絆創膏
輸液セット静脈針付中間チューブ　TS-A450PK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 100 輸液セット
輸液セット(小児用)静脈針なし　TK-A200LK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 20 輸液セット(小児用)
輸液セット静脈針付TB-A400L 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 20 輸血セット
留置針２２Ｇ　SR-OT２２３２Ｃ 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 50 留置針
翼付静脈針２２Ｇ　SＶ-22CLK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 30 翼付静脈針
注射筒針付２３Ｇ　2.5ml 1 本 100 本 30
注射筒針付２２Ｇ　5ml 1 本 100 本 10
注射筒針付２２Ｇ　１０ml 1 本 100 本 20
注射筒針なし　20ml 1 本 50 本 50
注射針１８Ｇ 1 本 100 本 100
注射針２１Ｇ 1 本 100 本 100
ホルダー･替刃 1 枚 20 枚 20 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ替刃ﾒｽ
ピンセット 1 丁 1 丁 100 ピンセット
縫合針各種 1 本 10 本 20 縫合針
滅菌済縫合糸各種 1 m 10 m 20 滅菌済縫合糸
手術用手袋Ｓ・Ｍ・Ｌ 1 双 20 双 20 手術用手袋
ラテックス手袋Ｍ 50 双 20 箱 30 ラテックス手袋

１３
衛生材料

１４
医療用品・医療器
具

１１
解毒剤

７
強心剤
昇圧剤

８
局所麻酔剤

９
シップ薬剤

１２
その他医薬品
　降圧剤
　ステロイド剤等

規　格 包装単位

２
解熱鎮痛消炎剤

3
抗生物質「注射」
　　　　　　「内服｣
　　「合成抗菌剤」

４
殺菌消毒剤

５
外皮用剤

６
止血剤

歯科用外科セット
（注射筒１、注射針30G100本、キシロカインカー
トリッジ（1.8㎎、50本）、メス３本、破骨鉗子）

1 ｾｯﾄ

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射筒

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射針

10

１
細胞外液補充液
維持液
代用血液

歯科用外科ｾｯﾄ

ガーゼ

包帯

絆創膏
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図１ 医薬品等の供給要請の手順

１３－１－４ 関係者の役割
地震発生時には、情報、通信及び交通の混乱が予想されるため、平時から行政、卸業者、薬剤

師会等関係者の担うべき役割分担を明確にしておく必要があります。

＜関係者の役割＞
関係者の役割と実施すべき対策は、概ね次のとおりです。

役 割 対 策

卸業務の迅速な立ち上げ 災害時対策マニュアルの作成、倉庫等の耐震
対策の実施

卸
病院等医療機関の需要把握 通信手段の確保（携帯電話、業務無線等 、）

職員の巡回による把握
業

医薬品等の迅速な供給 ・搬送手段の確保（緊急車両、バイク等）
・搬送人員の確保（職員動員体制の整備）

者 ・緊急医薬品等の保管・管理体制の整備

業者間の連携 ・業者の相互支援体制の構築
等 ・卸組合としての対応（対策本部の設置、情

報収集、業者間の調整、行政折衝等）

県内対応可能 �対応判断 県内対応不可能

自衛隊等 医療本部

５緊急輸送要請

６応諾

国、他都道府県
日本赤十字社

ヘリ等派遣 �応諾　6’不可能

　　　　　　　�供給要請
�要請　　　　　�７応諾

医薬品等卸売業者
医薬品等集積所（支部） 他の医療支部 医療支部

　応諾　　　　　供給要請 �要請　　　　　�８応諾
緊急輸送

市町村本部 市町村本部

　応諾　　　　　供給要請 �要請　　　　　�９応諾 医薬品等集積所
（本部）

薬局・薬店・
衛生材料販売店 輸送 医療救護施設 輸送

※移送は、医療支部、
市町村本部経由

丸数字：県内対応が可能な場合
　数字：県内対応が不可能な場合

ヘリ等要請
（県災害対策本部経由）
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役 割 対 策

医療救護対象者及び医薬品等需給状況 情報収集体制の整備
の把握

医
療 ・緊急医薬品等調達先の確保
本 ・医薬品等の調達・あっせん
部 医薬品等の迅速な供給体制の確保 ・供給ルートの確保
・ ・緊急搬送手段の確保（緊急輸送車両、ヘリ
医 コプター等の確保）
療
支 関係者間の連絡調整 医薬品等の確保・供給に係る関係者間の連絡
部 調整

医薬品等の支援要請及び支援品の受入 ・県内で不足が予測される場合、厚生労働省
れ・供給業務 に対する広域支援の要請

・支援医薬品の受入・供給体制の確保（集積
所の設置、マンパワーの確保、通信及び搬
送手段の確保、作業マニュアル作成等）

医療救護対象者及び医薬品等需給状況 情報収集体制の整備
市 の把握
町
村 医療救護所用医薬品等の確保 救急医薬品等の備蓄及び調達先の確保
本
部 ・輸送手段等の確保

医薬品等の迅速な供給体制の確保 ・医療救護所等への供給ルートの確保
・医療支部への迅速な供給要請

薬局等の被害及び医薬品等の在庫・需 情報収集体制の整備
給状況の把握

県
・薬剤師活動マニュアルの作成及び訓練

薬 ・派遣要請に対する出動体制の整備
医薬品等の確保・供給業務への薬剤師 ・医療チーム等への参加要請に対する薬剤師

剤 の参画 の確保（医療機関に勤務するものを除く）
・医療救護所、集積所等での医薬品等の保管

師 管理業務に従事する薬剤師の確保

会 ・薬剤師活動への支援体制の整備
・薬剤師会としての対応（対策本部の設置、

薬剤師活動への支援 情報収集、会支部との連絡調整、行政との
折衝等）

１３－１－５ 通信手段の確保
地震発生直後は電話回線がマヒすることを想定し、関係者は緊急時の通信手段確保策を考え

ておきます。
緊急時にも関係者間で自由に交信できる通信手段がない場合、関係者それぞれが有効と判断

した通信手段を活用します。
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★有効な通信手段の例

機 関 等 名 通 信 手 段

病院等医療機関 災害時優先電話、公衆電話、携帯電話

卸 業 者 等 公衆電話、携帯電話、業務無線

市 町 村 本 部 防災行政無線、災害時優先電話、携帯電話、公衆電話

医療本部・支部 防災行政無線、災害時優先電話、携帯電話

１３－１－６ 輸送手段等の確保
( ) 輸送手段の確保1

地震発生後は、交通機能の低下に伴い、厳しい交通規制が予想されます。
医薬品等の供給にあたっては、その緊急性、重要性を踏まえた輸送手段の確保対策を講じ

ます。
特に、陸上輸送においては、輸送手段とともに輸送を行う人員の確保が必要です。

医薬品等の陸上輸送にあたっては、まず卸業者等が行いますが、卸業者等だけでは対応しき
れない場合は、市町村本部又は医療本部が輸送手段を確保します。
しかし、受取り側が取りに行った方がより早いケースも考えられることから、医療救護施

設等においても、市町村と協議し、緊急輸送車両の事前届出を含めた輸送手段の確保対策を
講じておきます。

★有効な輸送手段の例

�緊急輸送車両の確保（事前届出）

�自動車以外の陸上輸送手段として、バイク、自転車等の確保

緊急輸送が必要な場合は、緊急自動車（パトカー等）による先導又はヘリコプターによる空輸�

�運送業者の輸送車両を確保

※緊急輸送の手段
（陸上輸送）

卸業者等の緊急輸送車両で不足する場合は、県有車両、自衛隊車両、運送業者等の車両
を使用します。

（海上輸送）
船舶による緊急輸送を行う場合は、県有船舶、海上保安部艦艇、民間船舶等を使用しま

す。
（航空輸送）

航空機による緊急輸送を行う場合は、自衛隊ヘリコプター、県・県警ヘリコプターを中
心に行います。



- 7 -

１３－２関係機関の役割
１ 卸 業 者 等
( ) 役割と実施すべき対策1

役 割 対 策

地震発生後の医薬品等の供給には、卸業者等の業務回復が不可欠です。こ
業務の迅速な立 のため、対応マニュアルを作成するとともに、商品及び卸機能の生き残りの
ち上げ ため、耐震対策（転倒等防止、耐震補強工事、通信手段の確保、コンピュー

タのバックアップ機能等）を講じます。

・医療機関からの連絡がなくても、業者側からも積極的に需要把握のための
情報収集を行います。

病院等医療機関 得られた情報は速やかに医療本部（薬務班）に連絡します。
の需要把握 ・情報収集のための通信手段としては、携帯電話が有効ですが、職員による

巡回と業務無線による報告が一番確実です。
このため、営業所単位に病院等医療機関の情報収集担当職員を定めておく
こととします。

・緊急輸送車両の確保
地震発生後は、緊急輸送車両しか主要道路を走ることはできないので、

必ず「緊急通行車両確認証明申請書」に指定行政機関等の上申書の添えて
最寄りの警察署に提出し、標証の交付を受けておきます。
また、地震発生後、緊急輸送車両を増車したい場合は、直ちに組合（協

会）に必要台数を連絡します。
・バイク、自転車等の確保

医薬品等の迅速 交通渋滞や道路事情の悪化の中では、バイク、自転車が極めて有効なこ
な供給 とから、その確保対策を講じます。

・輸送業務の人員確保
まず、自社業務の輸送人員確保体制を整備し、次に、医薬品等集積所等

からの輸送業務に従事できる人員の確保体制を整備します。
・緊急医薬品等の保管・管理体制の整備

緊急時に大量に需要が見込まれる医薬品等については、平時から保管・
管理体制を明確にし、担当者以外でも対応できるようにしておきます。

( ) 関係者に連絡すべき事項2
� 各業者 → 医療本部（薬務班）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

在庫状況及び今後の確 緊急用医薬品等の在庫状況と今後の確保見通しについて、地震発生
保見込み 後速やかに医療本部（薬務班）に連絡します。

その後も、１回／半日程度は連絡します。

被害状況及び業務の稼 地震発生後速やかに建物や医薬品等の被害状況及び業務の稼働状況
働状況 （平常、一部稼働、停止）を医療本部（薬務班）に連絡します。

なお、一部稼働や停止の場合は今後の稼働見込みも連絡します。

輸送手段・人員の確保 輸送車両と輸送にあたる人員の確保状況及び不足する場合は、その
状況 確保見通しを医療本部（薬務班）に連絡します。
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２ 市 町 村 本 部
( ) 役割と実施すべき対策1

役 割 対 策

� 医療救護対象者状況の把握
医療救護対象者 市町村内の医療救護対象者の発生状況を病院等医療機関や自主防災組織
及び医薬品等需 等を通じ把握し、医療支部に報告します。
給状況の把握 � 医薬品等需給状況の把握

医療救護所、救護病院等の医薬品需給状況を把握し、医療支部に報告し
ます。

� 医療救護所用医薬品等の備蓄
医療救護所用医 市町村本部は｢高知県災害医療救護計画｣第 ( ) ｱｰ(ｴ)に記載されて3-3- 1 -
薬品等の確保 いる医療救護所用救急医療セット等の整備します。

� 医薬品等の調達先の確保
市町村内薬局等の医薬品等の在庫状況を把握し、調達先を確保します。

� 輸送手段の確保
・輸送手段は医薬品等供給者が確保することとしますが、不可能な場合

医薬品等の迅速 は、医薬品等を受け取る市町村本部が確保します。
な供給体制の確 ・市町村本部は、医薬品を迅速に受領するため、緊急通行車両を確保し
保 ておきます。

・市町村本部でも確保できない場合は、医療支部に確保を要請します。
� 供給ルートの確保

医薬品等の迅速な供給を行うため、市町村内の通行可能な道路の状況を
医療支部に報告します。

� 迅速な供給要請
医療救護所、救護病院等からの供給要請に対し、市町村本部で確保でき

ない場合は、直ちに医療支部に調達・あっせんを要請します。

( ) 情報伝達2
◎関係者に連絡すべき事項（市町村本部 → 医療支部）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

支援可能な医薬品等の ・医療救護所、救護病院等からの供給要請に対し、市町村本部が確保
在庫、医薬品等の供給 できない場合は、直ちに医療支部に供給要請をします。
要請

病院等の被害状況及び 病院等医療機関の被害状況と併せ 今後の医薬品等の需要見込み 概、 （
今後の医薬品等の需要 略）を、医療支部に報告します。
見込み なお、この報告は、状況把握ができ次第、順次行います。

医療救護所、避難所の 医療救護所や避難所の医薬品等の需要見込み（不足が予測される場
医薬品等の需要見込み 合は、その品目、必要数量等）を、定期的に医療支部に報告します。

（１回／日は必ず報告のこと）

薬剤師の派遣要請 医療救護所や避難所で医薬品等の管理を行う薬剤師が不足し、その
確保ができない場合は、医療支部に派遣要請をします。

※�医療救護所等からの要請は、様式第４号ー１により行います。
�市町村本部から医療支部への要請は、様式第４号ー２により行います。
�医療救護所等は医薬品等を受領した場合は様式第４号ー５により医薬品等受領書を医薬品等
卸業者、市町村本部に交付します。
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（記入例）

様式第４号－１
（救護所・救護病院用）

情報ルート 　＊回答チェック欄

医療救護所 医療救護所
救護病院 救護病院
仮設救護病院 仮設救護病院

情報発信機関 情報発信機関

受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分 受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分

受信者氏名 受信者氏名

発信月日・時刻 　○月　△日１４時４５分 発信月日・時刻 　　月　　日　　時　　分

発信者氏名 役所　一郎 発信者氏名

整理番号 整理番号

受領希望地〇〇市××町１丁目１３－１２（〇〇小学校） 供給場所
予定時刻

北緯 　　　　度　　　分　　　　秒
東経 　　　　度　　　分　　　　秒

要請医薬品 　供給医薬品

外傷薬 ３０人分
呼吸促進剤 ３０Ａ 筋注３０�､２m l
鎮痛剤（ソセゴン） ２０Ａ １５�
キシロカイン 5 １％１００cc 北緯 東経
イソジン 4 ２５０ｍｌ 度 度
翼状針 １箱 ２１Ｇ　４０本入 分 分

秒 秒
(備考） (備考）

△△町２丁目交差点までの車の通行可

＊　備考欄には、道路状況等必要事項を適宜記載。 ＊　備考欄には、供給元(者)、搬送方法等必要事項を適宜記載。

→

ヘリポート名称

医　薬　品　要　請　書

〇〇市町村本部

〇〇救薬第　１ 　号 第　　　号

市町村本部

〇〇医療救護所

ヘリポート
緯　　度

品　　　　名 数　　量 規格等規格等数　　量

医 薬 品 供 給 応 諾 連 絡 書

市町村本部 →

ヘリポート

市町村本部

第　　　号 第　　　号
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様式第４号－２
（市町村本部・災害支援病院用）

情報ルート 　＊回答チェック欄

市  町  村  本  部 市  町  村  本  部
災 害 支 援 病 院 災 害 支 援 病 院

情報発信機関 〇〇市町村本部 情報発信機関

受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分 受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分

受信者氏名 受信者氏名

発信月日・時刻 　○月　△日１６時３０分 発信月日・時刻 　　月　　日　　時　　分

発信者氏名 市町村　太郎 発信者氏名

整理番号 整理番号

受領希望地△△市□□町２丁目１１－５番地（病院） 供給場所
予定時刻

北緯 　　３３度　１５分　　１１秒
東経 　１３２度　２０分　　１５秒

要請医薬品 　供給医薬品

外傷薬 ３０人分
呼吸促進剤 ３０Ａ 筋注３０�､２m l
鎮痛剤（ソセゴン） ２０Ａ １５�
キシロカイン 5 １％１００cc 北緯 東経
イソジン 4 ２５０ｍｌ 度 度
翼状針 １箱 ２１Ｇ　４０本入 分 分
輸液セット 20 秒 秒
(備考） (備考）

＊　備考欄には、道路状況等必要事項を適宜記載。 ＊　備考欄には、供給元(者)、搬送方法等必要事項を適宜記載。

医 薬 品 供 給 応 諾 連 絡 書

医療支部 →

ヘリポート

医療支部

第　　　号 第　　　号

ヘリポート
緯　　度

品　　　　名 数　　量 規格等規格等数　　量

→

ヘリポート名称

医　薬　品　要　請　書

〇〇医療支部

高○○第　１　号 第　　　号

医療支部

病院屋上
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様式第４号ー５

医 薬 品 等 受 領 書

○年 △月 □日

〇〇〇市町村本部長 様

（〇〇〇株式会社代表者）

〇〇〇病院長

下記医薬品等を受領しました。

１ 受領医薬品等

品 名 規格等 数 量 品 名 規格等 数 量

ｹ ﾝ゙ﾀｼﾝ軟膏0.1％ 翼状針 １箱10g１本 ２ ２１Ｇ ４０本入

呼吸促進剤 Ａ 輸液セット ２０筋注３０ 、mg 2ml 30

鎮痛剤（ソセゴン） Ａ15mg 20

キシロカイン ％、 ５1 100cc

イソジン ４250ml

２ 受取り日時、場所

�受領日時 ○年 △月 □日 １６時

�受領場所 △△市○○町２丁目１１－５番地（病院）

受領者サイン
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３ 医療支部（保健所）
( ) 役割と実施すべき対策1

役 割 対 策

� 医療救護対象者状況の把握
医療救護対象者 薬務班は情報通信班を通じて、市町村本部からの医療救護対象者の情報
及び医薬品等需 を把握します。
給状況の把握 � 医薬品等需給状況の把握

薬務班は情報通信班を通じて、市町村本部からの医薬品等の需給状況を
把握します。

� 緊急医薬品の調達先の確保
管内市町村本部及び災害支援病院の支援可能な在庫をその確保先としま
す。

� 医薬品等の調達・あっせん
市町村本部から医薬品等の供給要請を受け支部内で確保できない場合

は、直ちに医療本部に確保を要請します。
医薬品等の迅速 � 供給ルートの確保
な供給体制の確 医薬品等の迅速な供給を行うため、通行可能な道路の状況を把握し、供
保 給ルートを確保します。

� 輸送手段の確保
・市町村本部から輸送手段確保の要請があった場合は、災害対策支部や管
内市町村での対応を検討します。支部管内で対応できない場合は、医療本
部に確保を要請します。
・陸上輸送が困難な場合は、医療本部にヘリコプター等による輸送を要請
します。

関係者間の連絡 医薬品等の確保・供給業務について、業務に係る関係者の連絡・調整を行い
調整 ます。(関係者)市町村、医師会、薬剤師会等、支援ボランティアなど

・市町村本部から医療救護所等で必要とする薬剤師の派遣要請があった場合
薬剤師等の確保 は、その確保を行います。

・医薬品等集積所の業務に従事する薬剤師等の確保については、薬剤師会支
部や当該集積所の所在する市町村とあらかじめ協議し、確保します。

支援医薬品等の集積所について、設置、受入れ、仕分け管理、供給など、
集積所業務の全般を統括します。
＜集積所業務に必要な対策＞

５ 支援医薬品等の ・作業マニュアルの準備
受入れ・供給業 ・マンパワーの確保
務 ・集積所用通信手段の確保

・業務用設備・器具等の確保
・作業従事者の宿泊場所等の確保
・輸送（連絡）用車両の確保
・その他必要事項

※医療本部への医薬品等の確保要請は、様式第４号ー３により行います。
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（記入例）

様式第４号－３
（医療支部・広域支援病院用）

情報ルート 　＊回答チェック欄

医療支部 医療支部
広域支援病院 広域支援病院

情報発信機関 情報発信機関

受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分 受信年月・時刻 　　月　　日　　時　　分

受信者氏名 受信者氏名

発信月日・時刻 　○月　△日１６時３０分 発信月日・時刻 　　月　　日　　時　　分

発信者氏名 支部　太郎 発信者氏名

整理番号 整理番号

受領希望地△△市□□町２丁目１１－５番地（病院） 供給場所
予定時刻

北緯 　　３３度　１５分　　１１秒
東経 　１３２度　２０分　　１５秒

要請医薬品 　供給医薬品

外傷薬 ３０人分
呼吸促進剤 ３０Ａ 筋注３０�､２m l
鎮痛剤（ソセゴン） ２０Ａ １５�
キシロカイン 5 １％１００cc 北緯 東経
イソジン 4 ２５０ｍｌ 度 度
翼状針 １箱 ２１Ｇ　４０本入 分 分
輸液セット 20 秒 秒
(備考） (備考）

＊　備考欄には、道路状況等必要事項を適宜記載。 ＊　備考欄には、供給元(者)、搬送方法等必要事項を適宜記載。

医 薬 品 供 給 応 諾 連 絡 書

医療本部 →

ヘリポート

医療本部

第　　　号 第　　　号

ヘリポート
緯　　度

品　　　　名 数　　量 規格等規格等数　　量

→

ヘリポート名称

医　薬　品　要　請　書

医療本部

支○○第　１　号 第　　　号

医療本部

○○医療支部

病院屋上
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( ) 情報伝達2
地震発生後、医療支部は管内関係者との連絡、医療本部との連絡など、様々な情報伝達が必

要となります。

◎関係者に連絡すべき事項（医療支部 → 医療本部）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

支援可能な医薬品等の 支部管内で医薬品等が確保できない場合は、直ちに医療本部に供給要
在庫、医薬品等の供給 請をします。
要請

輸送手段の確保要請 支部管内で輸送手段が確保できない場合又はヘリコプター等による緊
急輸送が必要な場合は、直ちに医療本部に確保を要請します。

薬剤師等の派遣要請 支部管内では、医療救護所等や医薬品等集積所の業務に従事する薬剤
師等が確保できない場合は、直ちに医療本部に派遣を要請します。

� 支部管内の病院等医療機関の被害状況及び今後の医薬品等の需要
今後の医薬品等の需要 見込みについて、定期的に医療本部（情報通信班）に連絡します。
見込み � 支部管内の市町村本部から上がってくる医療救護所等での医薬品

等の充足状況及び今後の需要見込みについて 定期的に医療本部 情、 （
報通信班）に連絡します。
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４ 医療本部
( ) 役割と実施すべき対策1

役 割 対 策

� 医療救護対象者状況の把握
医療救護対象者 薬務班は情報通信班を通じて、医療支部からの医療救護対象者の情報を
及び医薬品等需 把握します。
給状況の把握 � 医薬品等需給状況の把握

薬務班は情報通信班を通じて、医療支部、医薬品卸業協会等からの医薬
品等の需給状況を把握します。

� 厚生労働省への医薬品等の支援要請
被害が予想を上回る場合は、直ちに厚生労働省に対し、医薬品等の支援

要請を行います。
� 医薬品等の調達・あっせん

医療支部から医薬品等の調達・あっせん要請を受けた場合は、他支部又
医薬品等の迅速 は医薬品卸業協会等から調達・あっせんを行います。
な供給体制の確 なお、県内で確保できない時は、直ちに厚生労働省に緊急輸送を要請し
保 ます。

� 供給ルートの確保
医薬品等の迅速な供給を行うため、通行可能な道路の状況を把握し、供

給ルートを確保します。
� 輸送手段の確保
・医療支部から輸送車両の確保要請を受けた場合は、その確保を災害対策
本部輸送担当部門に依頼します。
・医療支部からヘリコプター等による緊急輸送の要請を受けた場合は、そ
の確保を災害対策本部輸送担当部門に依頼します。

医薬品等の確保・供給業務について、業務に係る関係者の連絡・調整を行い
関係者間の連絡 ます。
調整 (関係者)厚生労働省、都道府県、庁内関係課、医療支部、高知県薬剤師会、

、 、 、高知県卸業協会 高知県医科器械組合 日本医療ガス協会高知県支部
支援ボランティア等

薬剤師等の確保 ・県薬剤師会と協議し、医療救護所等で必要とする薬剤師を確保します。
・県薬剤師会等と協議し、中央医薬品等集積所の業務に従事する薬剤師等を
確保します。

※�医薬品卸業協会等への要請は、様式第４号ー４の「医薬品発注書」で行います。
�医療支部への調達・あっせん（移送）の要請は様式第４号ー６で行います。
�厚生労働省への支援要請は様式第４号ー７で行います。
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（記入例）

様式第４号ー４

医 薬 品 等 発 注 書

○年 △月 □日

高知県医薬品卸業協会 様

高知県災害医療対策本部長

電話 （０８８）８２１－××××

下記医薬品等を発注します。

１ 発注医薬品等

品 名 規格等 数 量 品 名 規格等 数 量

ｹ ﾝ゙ﾀｼﾝ軟膏0.1％ 人分 翼状針 １０箱10g 100１本 ２１Ｇ ４０本入

呼吸促進剤 Ａ 輸液セット ７０筋注３０ 、mg 2ml 50

鎮痛剤（ソセゴン） Ａ15mg 80

５０キシロカイン ％、1 100cc

イソジン ７０250ml

２ 受渡し希望日時、場所

�受渡し日時 ○年 △月 □日 １６時

�受渡し場所 △△市○○町１丁目１０－５番地（〇〇医薬品集積所）

発注者サイン
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様式第４号ー６

医 薬 品 等 調 達 あ っ せ ん（移 送） 要 請 書

高知県災害医療対策 支部長 様

高□□第○○○○号

〇年 △月 □日

発信時刻 １６時 ３０分

高知県災害医療対策本部長

医薬品等の移送を下記のとおり要請する。

１ 移 送 先

△△市○○町１丁目１０－５番地（〇〇医薬品集積所）

２ 移送する医薬品等

品 名 規 格 等 数 量 備 考

ｹ ﾝ゙ﾀｼﾝ軟膏0.1％ １００人分10g１本

呼吸促進剤 ５０Ａ筋注３０ 、mg 2ml

鎮痛剤（ソセゴン） ８０Ａ15mg

キシロカイン ％、 ５０1 100cc

輸液セット ７０

（注）品名は、薬効別分類小分類により記入すること

３ 移送方法及び医薬品等積載場所

トラック輸送

○○市３丁目２－５番地（〇〇市医薬品集積所）
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様式第４号ー７

医 薬 品 等 緊 急 輸 送 要 請 書

（厚 生 労 働 大 臣） 様

（都 道 府 県 知 事）

高□□第○○○○号

〇年 △月 □日

発信時刻 １６時 ３０分

高知県災害医療対策本部長

医薬品等の緊急輸送を次のとおり要請する。

１ 緊急輸送先

△△市○○町１丁目１０－５番地（〇〇医薬品集積所）

２ 緊急輸送する医薬品等

品 名 規 格 等 数 量 備 考

外傷薬 ５００人分

呼吸促進剤 ２００Ａ筋注３０ 、mg 2ml

鎮痛剤（ソセゴン） ３００Ａ15mg

キシロカイン ％、 ３００1 100cc

輸液セット ５００

３ 輸送方法

ヘリコプター及びトラックによる輸送
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( ) 情報伝達2
◎関係者に連絡すべき事項（医療本部 → 厚生労働省）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

医薬品等の需給見通し 現在の需給状況と今後の見通しについて、地震発生直後及びその後も
定期的に厚生労働省（医政局経済課）に報告します。

支援が必要な場合の支 需給見通しの報告とともに、医薬品等の支援を必要とする場合は、直
援要請 ちに支援の要請を行います。

、 （ 、 、支援医薬品等の受入れ 医薬品等の支援要請とともに 受入先の状況 受入場所 ヘリポート
態勢 道路状況、通信手段、人手の確保等）の状況を報告します。

卸業者等の在庫及び稼 地震発生直後の卸業者等の在庫及び業務の稼働状況について速やかに
働状況 報告します。

交通及び通信手段の状 他県から通じる県内主要道路の通行状況及び電話回線の通話状況につ
況 いて、状況が判明次第報告します。

他県から緊急輸送の際 卸業者等又は県が、他県から医薬品等を緊急輸送を行う際、輸送手段、
輸送手段の確保要請 がない場合には、直ちに緊急輸送手段の確保を要請します。

( ) 医薬品等の確保対策に関する情報3
医療本部（薬務班）は、医薬品等の確保対策に関する統括を行います。
そのためには、このマニュアルに記載された関係者について、それぞれの役割と関係者間

の情報伝達事項を知っておく必要があります。

医療本部（薬務班）の役割は大別すると５業務になります。

�県内の医薬品等の需給状況の把握及び今後の確保見通し

�医薬品等の不足が予想される場合、厚生労働省への支援要請

�医療支部から医薬品等の確保、薬剤師等マンパワーの確保、輸送手段の確保の要請があ
った場合の対応

�中央医薬品等集積所の業務に従事する薬剤師等の確保

�県内では、医薬品等の確保、薬剤師等マンパワーの確保、輸送手段の確保ができない場
合の対応

�関係者間の連絡・調整
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５ 県 薬 剤 師 会
( ) 役割と実施すべき対策1

役 割 対 策

�薬剤師会支部
薬局等の被害及 管内の薬局等の被害状況及び医薬品等需給状況を把握し、県薬剤師会及
び医薬品等の需 び医療支部（保健所）に報告します。市町村本部へは医療支部から連絡し
給状況の把握 ます。

�県薬剤師会
薬剤師会支部から報告のあった薬局等の被害状況及び医薬品等需給状況

を把握し、医療本部（薬務班）に報告します。

�県薬剤師会
・薬剤師会支部に対する薬剤師派遣の支援体制を整備します。
・薬剤師活動マニュアルを作成します。

医薬品等の確保 ・地震発生後、医療本部（薬務班）からの要請に応じ、薬剤師を派遣しま
・供給業務への す。
薬剤師の参画 ・地震発生後、薬剤師の不足が予想される場合は、日本薬剤師会に薬剤師

の派遣を要請します。
�薬剤師会支部
・市町村本部又は医療支部への薬剤師派遣態勢を整備します。
・地震発生後、市町村本部又は医療支部からの要請に応じ、薬剤師を派遣
します。

�県薬剤師会
・薬剤師活動への支援体制（派遣の方法、生活物資・通信・交通手段の確
保、対策本部の設置等）を構築し、マニュアル化します。

薬剤師活動への ・地震発生後は、薬剤師会対策本部を設置し、必要な情報の収集、薬剤師
支援 会支部との連絡調整、行政との折衝、必要物資の確保等、薬剤師活動へ

の支援を行います。
�薬剤師会支部
・県薬剤師会の支援体制をベースに、支部における支援体制を整備してお
きます。

・地震発生後は、県本部に準じた薬剤師活動への支援を行います。

( ) 情報伝達2
地震発生後、県薬剤師会及び薬剤師会支部は、各会員や医療救護活動に係る様々な関係者と

の連絡・調整が必要となってきますが、特に薬剤師の活動に関し、主たる連絡先は次のとおり
です。
� 県薬剤師会

薬剤師会支部、日本薬剤師会、医療支部（保健所 、医療本部（薬務班））
このうち、特に重要な「薬剤師会支部→医療支部、県薬剤師会」及び「県薬剤師会→医療

本部」について、主たる連絡事項と留意点は次のとおりです。
情報伝達を早くかつ正確に行うため、連絡責任者及び情報の伝達手段を定めておいて下さ

い。
� 薬剤師会支部

医療救護所、避難所、医薬品等集積所、市町村本部、医療支部（保健所 、県薬剤師会）
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◎関係者に連絡すべき事項
ア 薬剤師会支部→医療支部（保健所 、県薬剤師会）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

薬局等の被害及び業務 薬局等の被害及び業務の稼働状況について、管内の状況を把握し、
の稼働状況 地震発生後速やかに報告します。

その後も、１回／日程度報告します。

薬剤師会支部の活動状 薬剤師の支援活動、災害用医薬品等の供給等の状況について、定期
況 的に報告します （１回／日程度）。

・薬剤師会支部で確保できた薬剤師等の状況を、地震発生後速やかに
薬剤師等マンパワーの 連絡します。
確保状況等 ・薬剤師会支部で必要な薬剤師等が確保できない場合は、直ちにその

旨を連絡します。

イ 県薬剤師会→医療本部（薬務班）

連 絡 事 項 留 意 す べ き 点

薬局等の被害及び業務 薬剤師会支部からの連絡をとりまとめ、報告します。
の稼働状況 併せて、今後、県薬剤師会が講じる予定の措置を報告します。

・県薬剤師会対策本部の設置状況（スタッフ、通信手段の確保等）及
県薬剤師会の活動状況 び活動状況を報告します。

・薬剤師会支部の活動状況をとりまとめ、報告します。

薬剤師等マンパワーの ・薬剤師会支部からの連絡をとりまとめ、報告します。
確保状況等 ・県薬剤師会が講じる予定の確保対策を報告します。

・県内のみでは確保が困難な場合、その旨報告します。




